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個別事項（その１５）

2

１．情報共有・連携について（その４）
○ 医療機関間の情報共有の推進

２．妊婦加算の今後の取扱について



個別事項（その１５）
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１．情報共有・連携について（その４）
○ 医療機関間の情報共有の推進

２．妊婦加算の今後の取扱について



診療情報提供料（Ⅰ）の概要

（回）

B００９ 診療情報提供料（Ⅰ） （紹介先保険医療機関ごとに月１回に限り算定） ２５０点

保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意
を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者１人
につき月１回に限り算定する。

【算定要件】（抜粋）
○ 保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対し

て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。
○ 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又はこれに準じた様式の文

書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診
療情報の提供先からの当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。

4出典︓社会医療診療⾏為別統計・調査（各年６月審査分）
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診療情報提供料（Ⅱ）の概要

（回）

B０１０ 診療情報提供料（Ⅱ） （患者１人につき月１回に限り算定） ５００点

保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要
望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報
を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の
助言を得るための支援を行った場合に、患者１人につき月１回に限り算定する。

【留意事項】（抜粋）
○ 診療情報提供料(Ⅱ)は、患者又はその家族からの申し出に基づき、診療に関する情報を患者に交付し、当該患者又

はその家族が診療を担う医師及び当該保険医療機関に所属する医師以外の医師による助言を求めるための支援を行
うことを評価したものであり、医師が別の保険医療機関での診療の必要性を認め、患者の同意を得て行う区分番号「Ｂ
００９」診療情報提供料(Ⅰ)を算定すべき診療情報の提供とは明確に区別されるべきものである

5出典︓社会医療診療⾏為別統計・調査（各年６月審査分）
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［対象患者］
慢性疾患を有する患者又は歯科治療を行う上で特に全身的な管理の必要性を認め検査値や診療情報を確認する必要がある患者

［算定要件］【医科点数表】
• 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する検査結果、投薬内容等の診療情報を提供し

た場合に、提供する保険医療機関ごとに３月に１回に限り算定する。

• 歯科診療を担う別の保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制を確保している。

• 同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い診療情報提供料（Ⅰ）を算定した月においては、診療情報連携共有料は

別に算定できない。

歯科診療を担う別の保険医療機関との間で情報共有することにより、質の高い診療が効率的に行われることを
評価するものである。

診療情報連携共有料（医科）

○ 平成30年度診療報酬改定において、医科歯科連携を推進する観点から、歯科診療を行う上
で必要な診療情報や処方内容等の診療情報について、かかりつけ医との間で共有した場合
の評価をそれぞれ新設。

B010-2 診療情報連携共有料 120点

【かかりつけ医】【かかりつけ歯科医】

診療情報（検査値、薬剤情報等）の問合せ

診療情報（検査値、薬剤情報等）の提供

届出医療機関数 算定回数

診療情報連携共有料 （届出不要） 3,371

届出医療機関数及び算定回数

6（出典）
算定回数：平成30年社会医療診療行為別統計（平成30年６月審査分）



糖尿病の管理を行っている医療機関の
求めに応じて、糖尿病網膜症に関する

指導内容や今後の治療方針について情報提供

7

医療機関間の連携のイメージ①

○ 例えば、糖尿病の患者について、糖尿病網膜症に対する専門的治療の必要性を認め、他の医
療機関への紹介を行う場合、診療情報提供料（Ⅰ）の算定が可能である。

○ 一方、評価は設けられていないが、紹介元の医療機関からの求めに応じて、紹介先の医療機関
から、紹介元の医療機関に情報提供をする場合がある。

糖尿病の管理を行っている
医療機関 眼科医療機関において

継続的な糖尿病網膜症の
管理を実施

糖尿病網膜症の治療に当たり
紹介を行う

【診療情報提供料（Ⅰ）】

他の医療機関での診療を
踏まえた医学管理を実施

診療情報の提供を眼科医療機関に求める

※ 診療情報提供料（Ⅰ）が包括されている点数を算定してい
る場合には、診療情報提供料（Ⅰ）は算定できない。



出典：糖尿病診療ガイドライン2019

糖尿病の医学管理について
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○ 糖尿病診療ガイドラインにおいて、治療目標は、年齢や罹病期間、臓器障害、サポート体制等
を考慮して個別に設定することとされている。
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○ 例えば、訪問診療を受けている患者について、専門的な治療が必要な褥瘡があり、訪問診療を
行っている主治医が、皮膚科医療機関に対して訪問診療を求めた場合、主治医は診療情報提供
料（Ⅰ）を算定する。

〇 一方、評価は設けられていないが、主治医からの求めに応じて、皮膚科医療機関が、主治医に
指導内容や今後の治療方針について、情報提供を行う場合がある。

医療機関間の連携のイメージ②

訪問診療を行っている
医療機関

他の保険医療機関の求めに応じ、
訪問診療を行っている

皮膚科医療機関

褥瘡の治療に当たり紹介を行う
【診療情報提供料（Ⅰ）】

訪問診療を行っている医療機関の
求めに応じて、患者への指導内容や
今後の治療方針について情報提供

診療情報の提供を皮膚科医療機関に求める



○レジメン情報等に基づく服薬指導
－患者への副作用対策・予防の指導、
支持療法の指導
※公開されているレジメン情報等から、治療概要、
スケジュール及び説明すべき事項等を確認

○医療機関へ必要な情報をフィードバック
－服薬状況
－副作用報告 など※緊急の場合は、

速やかに対応を検討

医療機関間の連携のイメージ③
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■ 外来化学療法の質向上のための総合的な取組（イメージ）

診察 外来化学療法室

管理栄養⼠

＜次回診察に向けた対応＞

カンファレンス

診療科医師と協議

必要に応じて、
医師の診察前に
患者面談を実施
し、得られた情報
を医師に報告

病院薬剤師

指導内容、患者
状態の共有

栄養食事指導

病院薬剤師

薬局からフィード
バックされた情報
を分析、報告

薬局薬剤師

処⽅箋及び治療中の
レジメン情報等を持って
来局

服薬情報提供書
(トレーシングレポート)
等により報告

看護師

がん治療のため
専門医療機関を紹介

【診療情報提供料（Ⅰ）】

レジメンや今後の治療方針、患者への
指導内容について情報提供

かかりつけ医

○ 例えば、がん治療においては、専門医療機関を紹介した後、専門医療機関からかかりつけ医に
治療方針等の情報を提供する場合がある。
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○ 例えば、妊娠の経過中に異常を認め保険診療を行っている妊婦について、妊娠糖尿病に対す
る専門的治療の必要性を認め、妊娠の管理を行っている産科医療機関から糖尿病専門医療機関
への紹介を行う場合、診療情報提供料（Ⅰ）の算定が可能である。

○ 評価は設けられていないが、紹介元の医療機関からの求めに応じて、紹介先の医療機関から、
紹介元の医療機関に情報提供をする場合がある。

医療機関間の連携の具体例④

妊娠の管理を行っている
産科医療機関

糖尿病専門医療機関

妊娠の経過中に血糖値の
異常等の経過の異常を認め、

保険診療を実施

他の保険医療機関に対して
診療を依頼

診療情報提供料（Ⅰ）

産科からの求めに応じて
患者への指導内容や

今後の治療方針について情報提供

妊娠糖尿病等に対して
継続的な診療を実施

診療情報の提供を求める

※ 診療情報提供料（Ⅰ）が包括されている点数を算定し
ている場合には、診療情報提供料（Ⅰ）は算定できない。



糖尿病の医学管理について
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○ 産婦人科診療ガイドラインにおいて、血糖コントロール不良例や糖尿病合併症悪化例について
は分娩時期・分娩法を個別に検討することや、妊娠中の明らかな糖尿病の女性に対しては内科
と連携し厳重なフォローを行うことを求めている。

出典：産婦人科診療ガイドライン（産科編2017）



医療機関間の情報連携に係る現状及び課題と論点
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【医療機関間の情報共有の推進】

○ 別の保険医療機関での診療の必要を認め、患者の紹介を行った場合の評価として、診療情報提供料（Ⅰ）があり、治療法の選択等に関して
当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要望を受けて、情報提供を行う場合の評価として、診療情報提供料（Ⅱ）がある。

○ 平成30年度診療報酬改定において、医科歯科連携を推進する観点から、歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報に
ついて、かかりつけ医との間で共有した場合の評価を新設した。

○ 現在評価されていないが、質の高い診療に資すると考えられる取組として

・ 糖尿病の患者について、皮膚潰瘍に対する専門的治療の必要性を認め、他の医療機関への紹介を行った後、紹介先の医療機関から、紹
介元の医療機関に情報提供をする場合

・ 訪問診療について、主治医の依頼を受けた他の医療機関が訪問診療を行い、依頼元の医療機関に情報提供を行った場合

・ がん治療において、かかりつけ医が専門医療機関を紹介した後、専門医療機関からかかりつけ医に治療方針等の情報を提供する場合

・ 妊娠の経過中に異常を認め保険診療を行っている妊婦について、妊娠糖尿病に対する専門的治療の必要性を認め、妊娠の管理を行ってい
る産科医療機関から糖尿病専門医療機関への紹介を行った後、紹介先の医療機関から、紹介元の医療機関に情報提供をする場合

がある。

【現状及び課題】

【論点】

○ 診療情報提供料について、医療機関間の連携を推進し、質の高い診療を提供する観点から、患者の紹介を受けた医療機関において継続
的な診療を行うときに、紹介元の医療機関からの求めに応じて、患者への指導内容や今後の治療方針について情報提供をする場合の評価
を検討してはどうか。



個別事項（その１５）
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１．情報共有・連携について（その４）
○ 医療機関間の情報共有の推進

２．妊婦加算の今後の取扱について

○ 妊婦加算の取扱いだけではなくて、妊産婦に対してどのような診療体制を構築するのかという点も
含めた全体的な議論を行うことが必要ではないか。

○ 妊産婦の方が納得して対価を支払う仕組みはもちろん、産婦人科以外に受診したときの情報連携が
非常に重要ではないか。

令和２年度診療報酬改定に向けた議論（１ラウンド）の概要（抜粋）



妊婦加算の概要
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妊婦加算
初診料の場合 （時間外／休日／深夜） 75点（200点／365点／695点） 等
再診料・外来診療料の場合（時間外／休⽇／深夜） 38点（135点／260点／590点） 等

• 妊婦に対して初診⼜は再診を⾏った場合に、初診料（282点）、
再診料（72点）⼜は外来診療料（73点）に加算。

• 医療費の窓⼝負担が３割の場合、妊婦加算による追加の料⾦
は右表のとおり。
※ 時間外・休日・深夜については、従来から設けられている時間外加算・
休⽇加算・深夜加算との差額が追加の料⾦となる。

初診 再診

診療時間内 約230円 (75点) 約110円 (38点)

診療時間外 約350円 (115点) 210円 (70点)

休日受診 約350円 (115点) 210円 (70点)

深夜受診 約650円 (215点) 510円 (170点)

点数新設の趣旨

 妊婦の外来診療については、

① 胎児への影響に注意して薬を選択するなど、妊娠の継続や胎児に配慮した診療が必要であること

② 妊婦にとって頻度の高い合併症や、診断が困難な疾患を念頭に置いた診療が必要であること

などの特性があることから、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価する観点から、妊婦加算を新設。

※１ 医薬品が胎児へ与える影響など最新のエビデンスを収集・評価するとともに、その情報に基づいて、妊婦あるいは妊娠を希望している⼥性
の相談に応じる「妊娠と薬情報センター」を国⽴成育医療研究センターに設置（平成17年〜）。

※２ 例① 一般に妊娠中に尿路感染症の頻度が⾼くなる。急性腎盂腎炎は、無症候性細菌尿を有する妊婦では20％と⾼率にみられる。

例② 虫垂炎の疑いは、産科疾患以外では、妊娠中、最も⼿術適応の頻度が⾼く、500〜635妊娠につき年間約１例の頻度。妊娠中は、消化
器症状の頻度が⽐較的⾼いことや、解剖学的な変化などが原因となり、⾍垂炎の診断が特に困難。

中医協 総－１参考
３ ０ ． １ ２ ． １ ９ 改



妊婦加算に係る議論の経緯

妊婦の⽅の外来診療については、

・ 通常よりも慎重な対応や胎児への配慮が必要であることから、診療に積極的でない医療機関が存在し
ていたことや、

・ 日本産婦人科医会・日本産科婦人科学会からの妊婦の外来診療に対する評価の新設の要望

などを踏まえ、平成30年度診療報酬改定において、妊婦に対する通常よりも丁寧な診療を評価する観点
から、「妊婦加算」を新設した。

しかし、

・ ⼗分な説明がないまま妊婦加算が算定された事例や、

・ コンタクトレンズの処⽅など、妊婦でない患者と同様の診療を⾏う場合に妊婦加算が算定された事例
など、

加算の趣旨に反するような事例の指摘があり、秋以降、ＳＮＳや新聞、ニュース等で頻繁に取り上げられ
るようになった。

12月４日・13⽇の⾃⺠党の会議や、12月６日の公明党の会議において、妊婦加算についての議論が⾏
われ、12月13日に

・ 妊婦の⽅が安⼼できる医療提供体制の充実や健康管理の推進を含めた総合的な⽀援の検討を⾏うこと

・ その上で、2020年度診療報酬改定において、妊婦加算の在り⽅を含め検討し、⾒直すこと

・ それまでの間は、妊婦加算を一時停止する方向で、速やかに必要な措置を取ること

を厚⽣労働省に求める要望がなされた。

12月19日に、妊婦加算の凍結について、中央社会保険医療協議会に諮問し、即⽇答申。

平成31年1月1日より、妊婦加算の算定を凍結している。

議論の背景・経緯

創設後の状況

与党における議論

諮問・答申

中医協 総－１参考
３ ０ ． １ ２ ． １ ９ 改
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◆ ２０１９年２⽉15日 第１回 フリーディスカッション
◆ ２０１９年３⽉15日 第２回 妊産婦に対する医療
◆ ２０１９年４⽉18日 第３回 妊産婦に対する保健
◆ ２０１９年５⽉16日 第４回 これまでの議論の整理
◆ ２０１９年６月６日 第５回 これまでの議論の取りまとめ

検討のスケジュール

◆ 妊産婦の保健・医療に関するニーズの把握について
◆ 妊産婦が安⼼できる医療体制の充実について
・ 妊産婦の診療において求められる医学的な配慮の在り⽅
・ 妊産婦の診療に係る医師への研修等の在り⽅
・ 地域における産婦⼈科とその他の診療科との連携の在り⽅ 等

◆ 妊産婦の健康管理の推進について
・ 妊産婦の健康管理に関する相談・⽀援の在り⽅ 等

◆ 妊産婦に対する保健・医療体制に関連する事項について
・ 妊産婦に係る医療機関と他の関係機関との連携の在り⽅ 等

検討事項

妊産婦に対する保健・医療体制の在り⽅に関する検討会

◆ 妊産婦の診療は、通常よりも慎重な対応や胎児や乳児への配慮が必要であり、診療に積極的でない医療機関が存在するとの指摘が

ある。このため、妊産婦⾃⾝の負担にも配慮しつつ、妊産婦が安⼼できる医療体制の充実が必要。

◆ 出産年齢が上昇傾向にあり、⼀般に、⾼齢出産の場合には、特に健康管理に留意が必要とされるなど、妊産婦のニーズに応じた細や

かな支援が重要。

◆ 妊産婦が安⼼できる医療体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り⽅について検討するため「妊

産婦に対する保健・医療体制の在り⽅に関する検討会」を２０１９年２⽉より開催。

さいたま市保健福祉局理事
国⽴成育医療研究センター理事⻑
一般社団法人知ろう⼩児医療守ろうこども達の会代表補佐
浜松医科⼤学地域家庭医療学講座特任教授
公益社団法⼈⽇本看護協会常任理事
公益社団法⼈⽇本産婦⼈科医会常務理事、葛飾⾚⼗字産院副院⻑

公益社団法人日本薬剤師会理事
全国保健師⻑会総務担当理事、横浜市南区福祉保健センター⼦ども家庭⽀援課⻑

公益社団法人日本産科婦人科学会代議員、日本医科大学多摩永山病院院⻑

読売新聞東京本社編集局医療部記者
株式会社⾵讃社たまごクラブ編集部統括部⻑
早稲田大学政治経済学術院教授
公益社団法人日本医師会常任理事
下関市保健部⻑
公益社団法⼈⽇本⻭科医師会副会⻑
健康保険組合連合会参与

◎︓座⻑

◎
⻘⽊ ⿓哉
五⼗嵐 隆
石井 和美
井上 真智子
井本 寛子
鈴⽊ 俊治
髙松 登
⼾⽮崎 悦子
中井 章人
中島 久美子
中⻄ 和代
野口 晴子
平川 俊夫
九十九 悠太
牧野 利彦
松本 義幸

○︓座⻑代理

○

※ 妊産婦に対する診療報酬上の評価の在り⽅については、検討会の取りまとめを踏まえ、
中央社会保険医療協議会で必要な検討を⾏う。

「妊産婦の医療や健康管理等に関する調査」
【目的】 妊産婦の保健・医療に関するニーズの実態把握
【調査対象医療機関】 分娩を取り扱う病院、診療所 500カ所
地域別に、総合周産期⺟⼦医療センター・地域周産期⺟⼦医療センター・
周産期⺟⼦医療センター以外の病院・診療所を無作為に抽出

【調査対象者】 調査対象医療機関に外来受診・入院した妊産婦
・妊娠28週0⽇以降、妊婦健康診査のために外来受診した妊婦
・正期産後、産後8日以内の入院中の産婦
・正期産後、産後2週間・1か月等の産婦健康診査のために外来受診した産婦

【調査内容】
○ 妊娠・出産歴や基礎疾患の有無等の基本属性、妊娠中の医療機

関の受診状況
○ 妊娠中・産後の診療で⼗分配慮されていると感じた経験、妊娠

中・産後の診療で配慮が不⼗分と感じた経験、妊娠中・産後の診
療で特に配慮が必要と考える事項

○ 妊娠中・産後の健康管理で留意している事項、妊娠中・産後の健
康管理に関して受けている⽀援等の事項 等

構成員

中医協 総－４
元 ． ６ ． １ ２
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[妊産婦の診療の現状]
産婦⼈科以外の診療科から診療を断られることがある
妊婦が産婦⼈科以外の診療科を受診する際に求める気配り
・診療・薬の内容について文書を用いて説明
・経験が十分にある医師の診療
・⺟⼦健康⼿帳の確認

[産婦人科の現状]
コモンディジーズ(風邪や花粉症等) について、
他科からの診療情報の提供が少ない
医師の労働時間が⻑い、分娩取扱施設が減少

[産婦⼈科以外の診療科の現状]
診療の際に様々な配慮が必要であり、診療を敬遠しがち
妊産婦の診療に関する研修機会が少ないので不安
妊産婦に処方できる薬剤かどうか情報が少ない

[産婦⼈科以外の診療科]連携

研修
サポート体制

●産婦人科以外の診療科と産婦人科の医療機関の連携
妊産婦の診療に積極的な医療機関の把握・周知
都道府県が主体的に地域の医療機関間の連携体制の検討・構築
⺟⼦健康⼿帳等を活⽤した診療科間の情報連携 等

●診療の質の向上に向けた取組
医師に対する妊産婦の診療に関する研修の推進
診療や薬に関する説明文書の例を作成
妊娠と薬に関する情報を医師へ提供する体制の整備・周知 等

[産婦人科]

医
療
提
供

説明
文書

相
談
・
支
援

●不安を感じる妊産婦が相談できる仕組み
妊娠届出時に妊婦の身体的・精神的・社会的状況について把握
妊産婦のための食生活指針の改定に向けた調査研究の実施
「授乳・離乳の支援ガイド（平成31年３⽉改定）」の周知
「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」を用いた支援者の育成
産後ケア事業の推進

妊娠中から出産後や子育ての
イメージを持てるようなパンフレット

妊娠届出時の妊婦の状況把握

妊産婦に対する保健・医療体制の在り⽅に関する検討会 議論の取りまとめ（概要）

⺟⼦健康
手帳

[妊産婦の不安]
妊産婦の不安や負担は時期によって異なる
 妊娠中の健康管理で困ったこと

⇒ 栄養・食事に関すること
 産後の健康管理で困ったこと

⇒ 授乳に関すること

産後は子どもを抱えながら外出することが困難
産後は産婦の健康管理が困難になりがち

産婦の不安解消には産後ケアが有効

○ 妊産婦が安心できる医療体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り⽅について検討を⾏った。
○ 中央社会保険医療協議会においては、妊産婦に対する診療の評価の在り⽅について、更なる検討を進めることを期待する。
○ 国においては、妊産婦に対する保健・医療体制を構築するため、関係機関と協⼒・連携の上、引き続き取り組んでいくべきである。
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健
診
や
診
療
の
評
価

連
携
体
制
の
構
築

妊産婦に対する保健・医療体制の在り⽅に関する検討会 議論の取りまとめ（概要）

[支援を必要とする妊産婦への対応]
妊娠期から子育て期までつながる支援が必要
利⽤できる施設や制度等について十分に知られていない
周産期のうつ病は、医療機関と⾏政機関の連携が必要

[⺟⼦健康⼿帳]
⺟⼦健康手帳は広く活用されている
妊産婦⾃⾝の健康管理のために活用できるのではないか
増加しつつある外国人の妊産婦への支援が必要

⺟⼦健康⼿帳を
常に持ち歩き、提示 病院、⻭科医院、薬局等

⺟⼦健康
手帳

●妊婦健診、産婦健康診査について
以下について引き続き検討
・公費補助額を超える自己負担が発生しないような工夫
・妊婦の同意に基づく自己負担が可能となる取組
・産婦健康診査の拡充

●診療に対する評価等について
単に妊婦を診療したのみで加算されるといった、前回と同様の
妊婦加算がそのままの形で再開されることは適当でない
妊産婦の診療において、質の⾼い診療やこれまで⼗分に⾏わ
れてこなかった取組を評価･推進することは必要であり、具体的な
要件や名称等については、中央社会保険医療協議会で議論
妊産婦が受診する際の負担が、これから子どもをほしいと思う人
にとって、ディスインセンティブとならないようにすることが必要であり、
他の受診者との均衡や政策効果といった点を勘案し、引き続き
検討すべき

[妊婦健診、産婦健康診査]
全ての市区町村で14回以上の公費負担制度を実施
健診内容によっては、公費助成を超えるため、一部自己負
担が生じる

[妊婦健診以外の診療の評価等]
妊婦健診以外に、偶発合併症等の診療の費用も生じる
４県において、所得に応じて妊産婦の診療に係る費⽤の
一部を助成 （妊産婦への医療費助成制度）

●妊娠期から子育て期までつながる支援
子育て世代包括支援センターの質の向上と設置の推進
医療機関と自治体の連携促進

●⺟⼦健康⼿帳の活⽤
医療機関の受診状況を本⼈同意の上で医療機関が記載
多言語化（英語、中国語、韓国語、スペイン語等）
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検討会で指摘のあった課題等への対応（案）

産婦人科以外の診療科と
産婦人科の主治医との連
携の強化

妊産婦への診療体制等の
周知の重要性

妊産婦の診療に積極的な
医療機関を増やし、体制
を強化

○ 都道府県の医療機能情報提供制度を活用し、妊産婦の診療
に積極的な医療機関を周知
○ ⺟⼦健康⼿帳の交付等の際に、妊産婦の診療に積極的な医
療機関の⼀覧⼜は検索⽅法を⽰したリーフレット等を提供

○ 新たな医療機関間の情報提供の評価を活⽤し、産婦人科以外
の診療科から産婦⼈科の主治医に対し、妊娠管理に必要な情報
を提供

○ 妊産婦が安心安全に受診できるよう産科及び産婦人科以外
の診療科の医師に対する研修を実施
○ 医師が妊産婦の診療について必要な情報を得られるよう相
談窓口を設置
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○ 都道府県のホームページで、妊産
婦の診療に積極的な医療機関の検索
を可能とする。

○ 母子健康手帳の交付等の際に、
妊産婦の診療に積極的な医療機関
の一覧⼜は検索⽅法を⽰したリー
フレット等を配布する。

指導内容や今後の治療方針等についての情報提供

市役所の窓口

産婦人科の主治医産婦人科以外の医療機関

妊産婦に対する診療の課題への対応について（イメージ）

都道府県の医療機能情報提供制度を活用

研修の実施相談窓口の設置

妊産婦への情報提供の推進 適時適切な情報提供の実施

妊産婦に対する診療の質の更なる向上

○ 妊産婦が安心安全に受診できるよう産科及び産婦人科以外
の診療科の医師に対する研修を実施する。

○ 医師が妊婦の診療について必要な情報を得られるよう相談
窓口を設置する。

○ 新たな医療機関間の情報共有の評価を活用し、産婦人科以
外の診療科から産婦人科の主治医に対し、妊娠管理に必要
な情報を提供する。 21



妊婦加算に係る現状及び課題と論点

○ 妊婦の外来診療については、胎児への影響に注意して薬を選択するなど、妊娠の継続や胎児に配慮した診療が必要で
あることや、妊婦にとって頻度の高い合併症や、診断が困難な疾患を念頭に置いた診療が必要であることなどの特性が
あることから、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価する観点から、平成30年度診療報酬改定において、妊婦
加算を新設した。

○ 妊婦加算については、12月19日に、算定の凍結を、中央社会保険医療協議会に諮問し、即日答申。平成31年1月1日よ
り、妊婦加算の算定を凍結している。

○ 妊産婦が安心できる医療体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り方について検
討するため「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」を２０１９年２月より開催し、妊産婦が安心できる医
療体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り方について検討を行った。

○ 検討会で指摘のあった課題等に対して、以下の対応を検討しているところ。

・ 妊産婦が安心安全に受診できるよう産科及び産婦人科以外の診療科の医師に対する研修を実施

・ 医師が妊婦の診療について必要な情報を得られるよう相談窓口を設置

・ 都道府県の医療機能情報提供制度を活用し、妊産婦の診療に積極的な医療機関を周知

・ 母子健康手帳の交付等の際に、妊産婦の診療に積極的な医療機関の一覧又は検索方法を示したリーフレット等を提供

・ 新たな医療機関間の情報提供の評価を活用し、産婦人科以外の診療科から産婦人科の主治医に対し、妊娠管理に必
要な情報を提供

【現状及び課題】

【論点】

○ 妊産婦に対する診療について、妊婦加算に係るこれまでの議論や妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検
討会における議論を踏まえ、妊産婦に対する診療の課題へ対応する。また、妊婦加算について、どのように考えるか。
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